
オンライン請求の保険医療機関・薬局・訪問看護ステーションの皆様へ

⚫ 被用者保険の加入者における京都府下市町村が実施する福祉医療費（㊸㊹㊺）は、オンライン請求
導入後においても、「福祉及び子育て支援医療費請求書」を書面で本会に提出いただく必要があり
ます。

⚫ オンラインのレセプト送信では、被用者保険の福祉医療費（㊸㊹㊺）は自動的に請求されません。

※オンライン請求されている全ての保険医療機関・薬局・訪問看護ステーションに本書を送付しています。

京都府国民健康保険団体連合会

次頁に続く

• 請求権の消滅月（約５年間）を迎えていないかご確認ください。

• 請求権が消滅している福祉医療費の取扱いにつきましては、福祉医療の実施主体者である市町村にお問合
せ願います。

• 請求権が消滅していない福祉医療費は「福祉及び子育て支援医療費請求書」に当月請求分の続きで記入し、
レセプト等の受付日に本会に提出願います。

• 「福祉及び子育て支援医療費請求書」に記入する場合は、１ヶ月の請求件数を目安に追加してください。

福祉及び子育て支援医療費請求書の提出ができていない場合

１．「福祉及び子育て支援医療費請求書㊸㊹㊺」の提出漏れにご注意ください

被用者保険の福祉医療費に係る請求方法

社会保険診療
報酬支払基金

被保険者 保険医療機関

①受診

②診察・処置

電子媒体

レセプトデータ
（㊸㊹㊺福祉分は対象外）

紙媒体

福祉及び子育て支援
医療費請求書（紙） 京都府国保連合会

被用者保険の加入者における京都府下市町村が実施する福祉医療費（㊸㊹㊺）に

関するお知らせです。

お問合せ先 担当部署 電話番号 医療機関等所在地

医科 審査第一課第一係 075-354-9030 東山区・伏見区・西京区・福知山市・綾部市・宇治市・宮津市・
向日市・八幡市・京田辺市・南丹市・木津川市・相楽郡・船井郡

審査第一課第二係 075-354-9031 北区・上京区・中京区・下京区・山科区・舞鶴市・亀岡市・
長岡京市・京丹後市・乙訓郡・久世郡・綴喜郡

審査第一課第三係 075-354-9028 南区・左京区・右京区・城陽市・与謝郡

調剤 審査第一課第三係 075-354-9028

京都府内全市町村
歯科 審査第二課第一係 075-354-9029

訪問看護
（医療）

審査第二課第二係 075-354-9024



⚫ 被用者保険の福祉医療費に対する過誤につきましては、該当の保険医療機関に「医保併用福祉医療
過誤内訳書」を郵送しています。

⚫ 令和７年５月から「医保併用福祉医療過誤内訳書」をオンライン配信として、本会から紙媒体での
送付は行いませんのでご留意願います。

➢ オンライン請求の保険医療機関・薬局・訪問看護ステーションについては、オンライン請求シス
テムへ各種帳票を配信します。

各種帳票のオンライン配信

➢ 帳票の配信日/ダウンロード可能期間については、下表をご確認ください。
ダウンロード可能期間中に必ずダウンロードをお願いします。

≪各種帳票≫オンライン配信日等

配信日 掲載箇所 配信対象 ダウンロード可能期間

月中
（１４日）

振込額（ＰＤＦ）

支払関連帳票
診療報酬支払額決定通知書内訳書 直近３か月分

当座口振込通知書 直近３か月分

出産育児一時金関連（異常分娩分・支払早期分） 直近３か月分

診療報酬年間支払調書（毎年2月のみ） 毎年４月末日まで

医保併用福祉医療過誤内訳書 直近３か月分

２．令和７年５月から「医保併用福祉医療過誤内訳書」の紙媒体での送付を
廃止します

医保併用福祉医療過誤内訳書のダウンロードについて

▶ダウンロード画面

①【各種帳票等】➡【振込額】をクリック
②ダウンロードする処理年月の【ダウンロード】ボタンを

クリック

※ダウンロード完了後はダウンロード日の年月日時が表示されます。

〈オンライン請求システムの操作方法〉

③ダウンロードをクリックすると ZIPファイルが作成されますので、
保存先を選択し、保存してください。
1つの ZIPファイルの中に毎月月中（14日）に作成される全ての
振込額関係のPDF帳票が格納されています。
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